
 

 

３ 無期転換ルールに基づ

く無期転換申込権が発生す

る契約の更新時 

 →明示事項③：無期転換

申込機会、明示事項④：無

期転換後の労働条件 

 ※あわせて、無期転換後

の労働条件を決定する

にあたって、就業の実

態に応じて、正社員等

とのバランスを考慮し

た事項について、有期

契約労働者に説明する

よう努めなければなら

ないこととなります。 

◆労働条件通知書を見直し

ましょう 

 上記１については、すべ

ての労働契約の締結と有期

労働契約の更新のタイミン

グごとに、「雇入れ直後」

の就業場所・業務の内容に

加え、これらの「変更の範

囲」についても明示が必要

になります。改正に適応し

た労働条件通知書となるよ

う、書式を見直しましょ

う。また、有期契約労働者

については、上記２・３に

基づき、会社の方針を踏ま

えしっかりと説明する必要

があることに注意しましょ

う。労働条件通知書の見直

しについては、弊所へご相

談ください。 

 

【厚生労働省「労働条件明示

改正リーフレット」】 

https://www.mhlw.go.jp/cont

ent/11200000/001080267.pdf 

 

技能実習制度を廃止すべ

きとの中間報告書のたた

き台が示されました 

◆技能実習制度・特定技能

制度のあり方を検討 

 現行の技能実習法等にお

いて、施行から一定期間経

過後に法律の規定について

検討を加えると規定されて

いるのを踏まえ、令和４年

12月から有識者会議にて議

論が行われてきました。 

 ４月 10日、中間報告書の

たたき台がまとめられ、「技

能実習制度を廃止し、人材

確保と人材育成を目的とす

る新たな制度の創設を検討

すべ・きである」と示され

ました。 

 

◆新たな制度はどんな制

度？ 

 検討の基本的な考え方と

して、(1)制度目的と実態を

踏まえた制度の在り方（技

能実習）、(2)外国人が成長

しつつ、中長期に活躍でき

る制度（キャリアパス）の

構築、(3)受入れ見込数の設

定等のあり方、(4)転籍のあ

り方（技能実習）、(5)管理

監督や支援体制のあり方、

(6)外国人の日本語能力向上

に向けた取組み、の６項目が

挙げられています。 

 

◆具体的にどう変わる？ 

 上記６項目のうち、例えば

(2)は「外国人がキャリアア

ップしつつ我が国で修得した

技能等をさらにいかすことが

できる制度とする」、また(4)

は「人材育成に由来する転籍

制限は、限定的に残しつつ

も、制度目的に人材確保を位

置づけることから、制度趣旨

と外国人の保護の観点から、

従来より緩和する」とされ、

最終報告書までにさらに議論

されます。 

 

◆管理監督や支援体制のあり

方等も議論の対象 

 監理団体や登録支援機関の

要件厳格化や悪質な送出機関

の排除等に向けた取組み強化

のほか、来日前外国人の日本

語能力向上（コスト負担の在

り方を含む）等も議論の対象

となっています。 

【出入国在留管理庁「技能実

習制度及び特定技能制度の在

り方に関する有識者会議（第

５回）」】 

https://www.moj.go.jp/isa/

policies/policies/03_00063

.html 

 

 

 

が年度の途中で変更になっ

たため、令和４年度確定保

険料の算定において、一元

適用事業および二元適用事

業（雇用保険）の場合は、

保険料算定基礎額と保険料

額を労災保険分と雇用保険

分ごとに、前期（令和４年

４月１日～同年９月 30日）

と後期（令和４年 10月１日

～令和５年３月 31日）に分

けて算出する必要がありま

す。 

これに伴い、令和５年度

の年度更新について、年度

更新申告書と確定保険料一

般拠出金算定基礎賃金集計

表の様式が変更されている

ので、注意が必要です。 

 なお、二元適用事業（労

災保険）の場合は、令和４

年度の確定保険料の算定方

法は例年と変更ありませ

ん。 

 また、一般拠出金および

特別加入保険料の算定方法

についても例年と変更あり

ません。 
【厚生労働省「労働保険年度

更新に係るお知らせ」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/koyou

_roudou/roudoukijun/hoken/r

oudouhoken21/index.html 

令和６年４月から労働条

件明示ルールが改正され

ます 

◆労働条件明示事項が追加

に 

 労働基準法施行規則等の

改正により、令和６年４月

から労働条件明示のルール

が変わります。具体的に

は、労働契約の締結・更新

のタイミングの労働条件明

示事項が追加されます。明

示が必要なタイミングごと

に、新しく追加される明示

事項を見てみましょう。 

１ すべての労働契約の締

結時と有期労働契約の更新

時 

 →明示事項①：就業場

所・業務の変更の範囲 

２ 有期労働契約の締結時

と更新時 

 →明示事項②：更新上限

（通算契約期間または更新

回数の上限）の有無と内 

 容 

 ※あわせて、最初の労働

契約の締結より後に更

新上限を新設・短縮す

る場合は、その理由を

労働者にあらかじめ説

明することが必要にな

ります。 

令和５年度労働保険の年

度更新の注意点 

～例年の算定方法と異な

ります 

◆労働保険の年度更新とは 

労働保険の保険料は、毎

年４月１日から翌年３月 31

日までの１年間（保険年

度）を単位として計算され

ることになっており、その

額はすべての労働者（雇用

保険については、被保険

者）に支払われる賃金の総

額に、その事業ごとに定め

られた保険料率を乗じて算

定することになっていま

す。 

労働保険では、保険年度

ごとに概算で保険料を納付

し、保険年度末に賃金総額

が確定したあとに精算する

ことになっているため、事

業主は、前年度の保険料を

精算するための確定保険料

の申告・納付と新年度の概

算保険料を納付するための

申告・納付の手続きが必要

となります。これが「年度

更新」の手続きです。 

この手続きは、毎年６月

１日～７月 10日に行わなけ

ればなりません。 

◆令和５年度の注意点 

令和４年度の雇用保険率
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